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2020.9     北上田 毅
（沖縄平和市民連絡会）

2020.7.22 撮影
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『普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請書』

＊埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書 （以下、「本文」。全19頁）

１．埋立地用途変更
２．設計概要変更 2-1. 設計概要変更の内容 2-2. 設計概要変更の理由

⑴埋立地の地盤の高さ ⑵護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造

⑶ 埋立に関する工事の施行方法 ⑷ 公共施設の配置及び規模の概要

＊添付図書 （青字の図書の変更は、埋立承認の際の留意事項により知事の承認が必要）

⑴ 設計概要説明書（全206頁） --- 変更は公水法で知事の承認が必要なはずだが、防衛局は対象外と主張

⑵ 資金計画書
⑶ 資金の調達方法を証する書類

⑷ 環境保全に関し講じる措置を記載した図書（環境保全図書）
⑸ 公共施設の配置及び規模について説明した図書
⑹ 埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書（以下、「土砂に関する図書」）

⑺ 添付図面 2

（茶色の図書の変更は、公有水面埋立法で知事の承認が必要）
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１．軟弱地盤の実態、地盤改良工の具体的内容の記載がない --7
1) 地盤改良工の面積・深さ・杭径等の具体的内容が不明 2) 何故、地盤改良が必要になっ
たのかの記載がない。 3) 地盤沈下の説明もない。

２．「護岸は崩壊する」という専門家の指摘／耐震設計にも問題 --25
1) 地質調査に関する多くの疑問 ---B27地点周辺の地質調査のやり直しを！
2) 専門家グループの指摘 --- ”このままではケーソン護岸は崩壊する“
3) レベル１地震動ではなく、レベル２で耐震設計すべき 4) 活断層の疑い

３．あいまいで意味不明、明らかな誤りの記載も --36
1) 「工事用道路①～③を取止め」と誤って記載 2) 埋立土砂、先行盛土等の矛盾した記述

４．「先行盛土」による汚濁拡散。「軽量盛土」の疑問 --39
1) 「濁りを拡散させないために、外周護岸を概成してから土砂投入を基本」との矛盾
2) 「先行盛土」、「薄層盛土」という用語の混乱

3) 「先行盛土」の上にケーソン護岸を設置するのは工法的にも不可能

５．A護岸造成の疑問（地盤改良の中止／工期が５倍／打込工法変更）、係船機能付護岸

６．工法をめぐる疑問 -- 施工順序／特殊作業船／100隻以上の船／土砂の陸上搬送

７．県内全域から埋立土砂調達・大量の海砂採取による環境破壊

3
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５．A護岸造成の疑問 -- 係船機能付護岸、斜路も不可解な変更 --52
1) 造成期間が当初計画の５倍（９ケ月⇒３年10ケ月）にも延びたのは何故か？
2) 濁りが最も大きい工法に変更したのは何故か？ 基礎部分の地盤改良工が何故、不要に？
3) A護岸が延び、係船機能付護岸が30mも短くなったのは何故？ 強襲揚陸艦の着岸は？

６．工法をめぐる疑問 -- 施工順序／作業船調達／100隻以上の船が集中 --59
1) 日本に数隻しかない特殊作業船（SCP船・トレミー船・リクレーマ船等）の長期調達が可能か？
2) 同時に100隻以上の作業船が大浦湾に集中するが、不可能ではないか？
3) 当初計画での説明と全く矛盾した工法（施工順序・埋立土砂の陸上搬送）

７．県内全域から埋立土砂調達・大量の海砂採取による海の破壊 --66
1) 県内全域（宮古・石垣、南大東島を含む）、鹿児島等九州４県から埋立土砂調達
2) 沖縄の年間海砂採取量の２～３年分もの海砂採取による沖縄沿岸の海の破壊

８．環境への深刻な影響 –- 工期短縮を最優先、環境への影響を無視 --83
1) 「環境への影響は、変更前と比べて同程度かそれ以下」などあり得ない 2) アセス再実施を

９．ジュゴン・サンゴをめぐる問題点 --工事を中止し、ジュゴンの再調査を --87

10．美謝川の切替をめぐる不可解な経過 -- 2014.9の変更申請との矛盾 4--96
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今回の変更計画の概要

・地盤改良工事の追加
・先行埋立（埋立方法の変更）

・中仕切護岸の配置変更
・揚土場（海上搬送の土砂陸揚場）

・埋立材の仮置（辺野古側埋立地）

・海上ヤードの配置変更
・辺野古漁港周辺の埋立中止
・埋立土砂搬出地の変更

2020.1.20 
環境監視等委員会資料

2020.1.20 第23回環境監視等委員会資料
（変更申請書にはこの図はない） 5

・地盤改良工事の追加／先行盛土／中仕
切岸壁中止／護岸の配置変更／埋立材
仮置／辺野古漁港周辺の埋立中止／
海上ヤードの変更／係船機能付護岸変更

辺野古漁港周辺
の埋⽴中⽌



6防衛局「変更承認申請の概要（2020.4.21）」に加筆
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6

揚⼟場

埋⽴⼟仮置
海上ヤード変更

地盤改良
係船機能付護岸・
斜路等の変更
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【変更申請書の問題点 ①-1】

＜疑問１＞「埋立承認後に実施した土質調査の結果を踏まえ地盤改良を追加する」、
「必要と確認された工区に、サンドコンパクションパイル工法・サンドドレーン工法・
ペーパードレーン工法で地盤改良を行う」とされているだけで、地盤改良範囲の面積、
砂杭の本数・深さ・径・間隔等、地盤改良工の詳細の説明が全くない。

＜疑問２＞変更申請書では、軟弱地盤の実態の記載がなく、何故、地盤改良が必要
なのかの説明もない。

＜疑問３＞地質調査データに関する多くの疑問

＜疑問４＞地盤沈下についての説明もない。

⇒これでは、変更申請の審査の基準（「環境保全及び災害防止につき十分配慮されたも

の」（公有水面埋立法第４条１項））に合致するかどうかの判断もできない。

7
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＜『設計概要変更承認申請書』（本文）での記載＞

「設計概要変更」（P7)

⑵ 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造

「地盤改良（サンドコ
ンパクションパイル
工法）」等と書かれ
ているだけ。

＜疑問１＞地盤改良工の具体的な内容についての説明がない

8
・変更申請書のどこにも、地盤改良範囲の面積、杭の本数・長さ・径・
間隔、PD工法の材料等の説明はない（敷砂の厚さも不明）。

の本数、長さ、径、間隔、PD工法の材料等の説明はなく、敷砂の厚さも不明



9

『設計概要説明書』（添付図書１）

＊「１．設計概要説明書の変更の理由等」に「1-1.地盤改良の追加」があるが、「C-1～
C3護岸、係船機能付護岸直下でSCP工法、埋立地ではSD工法、陸上からの施行が
可能な範囲ではPD工法を行う」と書かれているだけ（P1)。

『環境保全図書』（添付図書４）

＊「第１章 設計概要変更に伴う環境影響の予測及び評価の内容」の「1.1.1 地盤改
良工の追加」に、それぞれの地盤改良工の施工位置、施工要領図があるだけ（1-2)。

（添付図書１）＊変更後の土質条件として、Avf-s、Avf-c、Avf-c2等の土質条件が書か

れ、各護岸の安定計算が行われているが、説明は全くない（P85等）。また、変更後の地
層断面図等が添付されているが何の説明もない。

9

本文 2-2 設計概要変更の理由（P14)

⑵ 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造

C護岸：「埋立承認後に実施した土質調査の結果を踏まえた地盤改良の追加」
「地盤改良が必要と確認された工区に地盤改良を追加」

A護岸：「埋立承認後に実施した土質調査の結果を踏まえた地盤改良の追加」
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地盤改良工の当初計画

＜サンドドレーン工法＞
埋立区域、A護岸下部

砂柱 ３万８千本

径：0.8m   間隔：4.0m

＜サンドコンパクションパイル工法＞

ケーソン護岸、中仕切岸壁A・B下部

砂杭 ３万９千本 径：1.6m～2.0m

（2019.1「報告書」）

10
・しかし、今回の変更申請には
こうした具体的な説明はない
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-50m

-70m

＜SCP工法＞ ＜SD工法＞

＊これらは昨年の報告書（『地盤に係る設計・施工の検討結果

報告書』 2019.1）に記載されていたが、今回の変更申請では
全く説明がない。

・70mまでの地盤改良の砂杭本数 — 約2,700本
（2019.3.28 福島議員への防衛省回答） 2019.12.26  琉球新報 11

「海面下70mまで」
の説明もない！

この数字がどうなったのかも不明
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・サンドドレーン工法の砂の代わりに天然植物
素材のドレーン材を使用して圧密を促進する。
ドレーン間隔2.0m（φ5cm）

（第２回技術検討会 「主な検討内容」P10）

・「より環境に配慮するという観点から生分解
性のドレーン材を使う」（第３回技術検討会議事録）

沖縄ではトウモロコシを使用した事例があるという

・今回の天然植物素材は時間とともに分解し、
約6年で排水効果がなくなるというが問題はな

いのか？

（第23回環境監視等委員会資料）

12
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昨年の報告書での地盤改良工の計画範囲 – 変更計画では大幅変更
（『地盤に係る設計・施工の検討結果報告書』 2019.1）

A護岸SD工

＜サンドコンパクションパイル工法＞ ＜サンドドレーン工法＞

13

中⽌！

中⽌！
中⽌！
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変更計画での地盤改良工の範囲

（第23回環境監視等委員会資料） （変更計画「環境保全図書」1-115）

変更計画書で地盤改良の範囲を示して
いるのは「環境保全図書」のこの図だけ

14

SCP
SD

PD

SCP
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S15
S14

S13

S12
S11

S16

＜S12の土質柱状図＞

＜中仕切岸壁A・B＞
・当初は、二重鋼管矢板護
岸でSCP工法が予定されて
いたが、傾斜提護岸に変更
され、SCPは不要となった。

しかし、N値ゼロの軟弱地
盤なのに大丈夫か？

＜A護岸＞
・当初は、SD工法が予定さ
れていたが、不要になった。

当初、N値ゼロの軟弱地盤のため地盤改良が必
要とされていた中仕切岸壁・A護岸の基礎部分
で、何故、地盤改良が不要となったのか？

＜海上ヤード＞
・３ヵ所から１ヵ所に集約されたが、地盤はN値ゼロ。問題
はないのか？

海底から
-27mまでは
N値０～１の
軟弱地盤が
続く

15

中
仕

切
岸

壁

A護
岸
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-70m
地盤改良幅 96.0m

盛上土
・撤去せず、この部分もSCP工法
で地盤改良海底地盤⾯

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

SCP70％改良

SCP70％改良-50m

SCP45％改良 16

14m

関空では厚さ3mの敷砂

敷砂

・地盤改良の全域
に、汚濁防止、圧
密促進のために敷
砂を施工する。
厚さ1.5mのはず
だが、変更計画書
には記載がない。

また、関空の埋
立の際の敷砂は
厚さ3.0mだったが、
今回は問題はない
のか？

・敷砂施工による
汚濁も



17

⇒ 何故、地盤改良工が必要か不明

＜ケーソン護岸部分の地層断面図＞

＜３次元地盤モデル＞

17

海底地盤の地質について変更申請書
に添付されているのは、この２枚の地層

断面図のみ（説明は全くなし）

「設計概要説明書」P90、P91 
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・軟弱地盤は海面下90mまでだが、海面下70ｍまでしか地盤
改良をしない。--- 変更申請書にはその説明が全くない。

18（平和委員会パンフ）
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B27の⼟質柱状図

＊地盤改良の作業船は海面下70mまでしか施工
できないため、「70m」と言い続けたのではないか。

-77m

1019

2020.5.12 参議院外交防衛委員会

---防衛局は虚偽の説明を続けていた！
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地盤沈下の説明が全くないのは何故か？

＊工事開始から供用開始50年後までの
総沈下量は 370cmにもなる。

しかし、今回の変更申請書には、地盤
沈下についての記載は全くない。

『第３回技術検討会資料』2019.12

【変更申請書の問題点 ①-3】

20
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＊昨年の報告書での防衛局の説明（2019.1 「検討結果報告書」）

・「沈下を考慮した造成高や護岸等の天端高さの上げ越しを行う」

・「維持管理段階では不同沈下部の不陸整正や変状の補修を行う」

＊今回の変更申請書での地盤沈下に関する記述
・「設計概要変更」（本文）に、「C護岸：想定される沈下量を考慮した天端高に変更」
・「設計概要説明書」（P78～P79）に、ケーソン各護岸の「沈下を見込んだ高さ」を記載

＜各護岸の天端高（沈下量を見込んだ高さ）＞
C-1-1-1：＋6.50m、C-1-1-2：＋5.20m、 C-1-1-2：＋5.20m、C-2-3-1：＋5.30m
C-2-4-1：＋5.10m、C-3-1-1：＋4.60m、 C-3-1-2：＋4.60m、C-3-2-1：＋4.70m

＜地盤沈下量の計算はきわめて困難＞
「予測どおりの沈下が生じるかどうかは、始めてみないと分からない」（第２回技術検討会議事録18頁）

＊第２回技術検討会（2019.11） （ケーソン護岸部）

据付から50年間の沈下量：131cm

＊第３回技術検討会

今回の変更申請書は、地盤沈下に全く言及していない

今回の変更申請書には、他に地盤沈下に関する記載はない！

21
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+5.5m +5.0m +4.0m +4.5m +4.0m

22

C1護岸 C２護岸 C３護岸 係船機能付護岸

+6.5m +5.2m +5.3m +5.1m +4.6m +4.3m

＊変更申請書の嵩上高は、第２回技術検討会資
料の嵩上高と異なっているのは何故か？

・赤字 --- 第２回技術検討会資料の嵩上高(P31)

・青字 --- 変更申請書での嵩上高（「設計概要説明書」P78）
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滑走路、誘導路、関連施設建屋等の
重要構造物周りで地盤改良

・当初の環境保全図書では、埋立の盛土
部分でも地盤改良工事を行うとされていた。

「埋立材は購入土砂等を想定していま
すが、液状化対策としてのサンドコンパ
クションパイル工法を検討しています。」
（当初の環境保全図書 2-76）

23

・ところが変更計画では、「岩ズリ
を埋立材とする埋立地では液状
化しない」と断定 （第３回技術検討会 P79）

⇒当初の環境保全図書が間違っていた
というのか？

盛土部分の地盤改良が無くなった！
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滑走路の予想最大沈下量
北側滑走路 8cm    ⇒ 20年間に２回のメンテナンスが必要
南側滑走路 12cm  ⇒ 20年間に４回のメンテナンスが必要

（第３回技術検討会資料 75頁）

＊国際民間航空機関（ICAO)の基準
・許容値 「不同沈下量が30mm/45mを超えないこと」

＊米軍の基準（国防総省 統一施設基準）は遵守していない
・米軍の基準「滑走路の端から300m未満で勾配の変化がないこと」

滑走路のジャッキアップ工法は施工事例なし。
滑走路のメンテナンス費用は9300億円には含まれていない。

24
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【変更申請書の問題点 ②】

＜疑問１＞地質調査に関する多くの疑問
B27地点周辺でのボーリング調査実施を！

＜疑問２＞防衛局は、⽴⽯新潟⼤学名誉教授らの専⾨家グループが指摘し
た土質調査データをめぐる多くの疑問に答えていない。

＜疑問３＞レベル１地震動、設計供用年数50年では不十分

＜疑問４＞活断層の疑いについて、調査・解析を行っていない！ 25

--- 耐震設計にも問題
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＜疑問 １＞地質調査データに関する多くの疑問
---沖縄県は、B27地点周辺でのボーリング調査実施を指示すべき

・防衛局は、海面下70mまでの粘
性土層が確認されたB27地点では
ボーリング調査を実施していない。

離れた３地点の強度試験のデー
タから、B27地点も同じ地層だとし
て、B27地点の強度を類推してい
るが、これは疑問

・沖縄県は、変更申請書の審査に
あたって、B27地点周辺でのボー
リング調査実施を指示すべき。

26
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B27

B34
S6B28 B36

B

＊ボーリング試験（青字地点）
直接、N値等地盤の強度を測定

＊コーン貫入試験（赤字地点）

先端が尖ったコーンを挿入して測定

B41B39B38
B37

B43 B45 B47B32

B35

B30B31

B29
B26

B25

S1
S8

-70m

-90m

27
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＊防衛局は、海面下90mまで軟弱

張

理由：「70ｍ～90ｍの地盤は『非常に固い』」

＜問題＞
・B27地点の地盤強度の捏造

地質の異なる３地点のデータを使用

・不都合なデータを隠蔽
・主観的な理由で多数の試験値を棄却 ⾚旗⽇曜版 2020.2.9

土質調査データの隠蔽と虚偽説明

東京新聞 2020.2.8

実際には、B27地点でも強度試験を実施して
いたことが判明！ 28

⽴⽯新潟⼤学名誉教授らの専⾨家グループの指摘がきっかけ
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Undrained Shear Strength
（⾮排⽔せん断強度試験）

Torvane Test

Pcket penetrometer

⾚旗⽇曜版 2020.2.929

実際にはB27地点でもせん断
強度試験が行われていた



3030
B58地点
試験結果14ケのうち12ケを棄却
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＜疑問 2＞ 地質学・土木工学の学者・技術者による専門家チーム
の質問（代表：立石新潟大学名誉教授）に答えていない。

・辺野古調査団の質問書（2020.3.2）
「今回判明したデータを使えば作用
耐力比が １.0 を超えてしまい、C1護
岸は崩壊する」 ⇒第５回技術検討
会で議論はしたが、「直接回答しない」

・再質問書（2020.7.2）

「ケーソンはレベル１地震動による安
定性照査を行っているが、ケーソンを
支える護岸については地震動による
安定性照査を行っていない」

⇒ ケーソン護岸は震度１の地震で崩壊

その後、技術検討会の開催はない。 31

（辺野古調査団）
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「壁体（ケーソン）はレベル１地震動
による安定性照査を行っているが、
ケーソンを支える地盤のすべり崩壊
の検討では地震動による安定性照
査を行っていない」

⇒ 防衛局は回答もせず！ 32

（辺野古調査団資料より）

壁体の安定性照査

地盤の安定性照査

辺野古調査団の再質問書
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・国土交通省『空港土木施設設計要領（耐震設計編）』

「空港の施設でレベル１地震動のみの性能を示している施設であ

っても、高盛土で構成される盛土地盤のように、被災による修復が
長期間にわたる可能性がある-等、当該施設の被災によって、その
影響が長期又は広範に及ぶ可能性がある場合においては、レベル
２地震動等に対する安全性についても確保するものとする」

＊「米軍が認めているのなら、レベル１で問題ない」（第５回技術検討会）

今回の設計--- 耐震性能 レベル１（小中規模の地震）
大規模地震に対応するためには、レベル２の設計が必要！

・国土交通省：国内の主要13空港について、「あらゆる可能
性を考慮した最大クラスの巨大地震・津波発生の考慮が必
要」として、すべて「レベル２」の耐震性を確保

33
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地質学者13名が現地調査（2019.3）

2019.3.5 沖縄タイムス2018.8.16 琉球新報
34

・楚久断層、辺野古断層が活断層であれば、M7クラスの地震が埋立地直下で発生
する可能性がある。しかし防衛局は、調査・解析を放棄（立石新潟大学名誉教授）
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「設計供用期間」
施設を構成する構造物又は部材が

保有する性能が維持される期間

---今回は「50年」で設計

⇒ 本事業は気象条件も厳しい大浦湾に巨大な護
岸を造成する大規模な工事であり、50年で設計供
用期間が過ぎたからといって簡単に補修できない。

当然、「重要構造物」として、設計供用期間を少
なくとも「100年」にすべきである。

・米国国防総省『辺野古新基地に関する報告書』
「辺野古海上基地は、耐用年数200年で設計」

（1997.9.29) 3550年が経過した安和旧桟橋の劣化状況

「設計供用期間」は50年でなく、100年にすべき！
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【変更申請書の問題点 ③】

あいまいで意味不明、明らかな誤りの記述も

36

１．「仮設道路①～③ 取止め」の誤り

２． 「埋立に用いる土砂」から海砂を外したのは何故か？

３．埋立土砂・海砂は「県内で調達可能」としながら、県外からも搬入

４．「埋立は外周護岸閉合後に行うことを基本とする」としながら、実際には
「先行盛土」を実施

５．「先行盛土」・「薄層盛土」という用語の混乱
「先行盛土」は海面下７ｍまでだが、環境監視等委員会では20mまでと説明
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1. 「仮設道路①～③取止め」の誤り

・「辺野古地区地先の埋立の取止めにより、仮設
道路① ～③を取りやめた。」

（本文「設計概要変更」 P12、P17）

・「 辺野古地区地先の埋立の取止めにより、仮設
道路A の一部、仮設道路Cを削除」

（ 「設計概要説明書」P171）

・仮設道路①、②、③ --- 「削除」
（「設計概要説明書」P203）

＜変更前＞

＜変更後＞

A
B

C

A
B

①

②

③

①

②

③

「設計概要説明書」
P143～P144

実際は、仮設道路①、②、③は実施、

仮設道路Cは中止

37
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2. 「埋立に用いる土砂」から何故、海砂を外したのか？

＜当初計画＞ ＜変更計画＞

・埋立に用いる土砂等の種類（本文P23）

「海砂、岩ズリ、山土」
ただし、設計概要説明書では「岩ズリ、ダム堆
積土砂や浚渫土を含む建設残土、リサイクル材
等を優先して使用する」とされていた（2-29)。

・「土砂に関する図書」

海砂必要量 58万㎥。採取箇所の図あり

・「設計概要説明書」「環境保全図書」

ケーソン護岸の「中詰砂」（Ｐ６２等）

・工事の設計図書でも、A護岸の中詰材は
海砂とされていた。

・埋立に用いる土砂等の種類（本文P11）

「岩ズリ、山土、浚渫土砂、公共残土、
リサイクル材」

・「土砂に関する図書」
「海砂」の記載がいっさい無くなった。

・技術検討会資料（第３回、Ｐ６３）

「中詰砂」（ケーソン護岸・Ａ護岸） 41万㎥

・「環境保全図書」(1-205)

「中詰砂」（ケーソン護岸・Ａ護岸） 38万㎥

＊海砂は、当初計画でも変更計画でもケーソン護岸・Ａ護岸の中詰材だが、当初計画では
「埋立に用いる土砂」とされていた。何故、変更計画では外したのか？ 38
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【変更申請書の問題点 ④】

＊「本埋立工事は、濁りを拡散させないために、外周護岸等を順次概成させ、外海と
遮断した埋立区域から土砂を投入することを基本とする」としながら、実際には「先行
盛土」と称して、工期短縮のために外周護岸概成前から土砂投入を開始する。

⇒外周護岸がないため、汚濁が大浦湾一面に拡散する。

＊「工期短縮と環境への配慮の両立を図る」、「薄層盛土」という欺瞞的な説明

＊実際には最大厚35m、施工期間１年に及ぶ大量の盛土工だが、変更申請書では、
「先行盛土」の土量、深さ等の具体的な説明は全くない。

＊海面下-7mまでの盛土だが、環境監視等委員会では-20mと説明してきた。

＊しかも、「先行盛土」の上にケーソン護岸を設置するのは工法的にも不可能 39
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「先行盛土」についての疑問 --- 「基本」と「実態」の矛盾

＊設計概要変更承認申請書（本⽂）
・「本埋立工事は、---地盤改良を行いつつ、外周護岸等を順次概成させ、外海と遮断した埋

立区域から土砂を投入する。

ただし、一部の埋立区域については、外海と遮断する前に埋立を開始するものとし、 その
際、海水の濁りの拡散防止を目的として、埋立は砂撒船（トレミー方式）を用いるとともに、所要

の時期に汚濁防止膜を追加展張する」（P9)

＊設計概要説明書
・「埋立は、濁りの拡散防止の観点から、外周護岸の概成後に行うことを基本としているが、一

部水深が深い箇所において、地盤改良後、外周護岸の概成前に、濁りの拡散防止に配慮し
た方法で埋立を開始することで、工期を短縮する」（P2)

＊環境保全図書
・「基本的に埋立工事は、護岸を概成させ、可能な限り外海と切り離した閉鎖的な水域をつく

り、その中へ埋立土砂を投入することにより、濁りが外海に拡散しない方法としますが、工期の
短縮と環境への配慮の両立を図るため、外周護岸の概成前に、汚濁拡散低減効果のある砂
撒船（トレミー方式）により埋立を行う」（1-9） 40
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（「環境保全図書」1-9）

41

こ
の

部
分

（732m
)が
開

い
た
ま
ま
で

土
砂
投

入

・先行盛土の深さ 水深-42m～-7m
・面積、土量の説明はない。

先行盛土
-- 外周護岸が開いたままの土砂投入
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「第１回技術検討会」資料
（2019.9.6）

⻑島

-20m
-30m

-40m

-10m

先行盛土は、最深
部-42mから、-7mま
で土砂を投入する。

等水深線図

42
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５年次

C１護岸⼯

C３護岸⼯
基礎⼯

基礎⼯

本体⼯

本体⼯

ケーソン護岸が大きく開いた状態のまま土砂を投入（先行盛土）

先行盛土（46月（３年10ケ月）目～56（４年８ケ月）目）実施時のC1～C3護岸の工事状況
C1護岸（343m） ：基礎工が終り本体工施工中、 C２護岸（357m） ：基礎工も未着工
C3護岸（374m） ：基礎工の施工中、 係船機能付護岸（241m）：基礎工、本体工は終了

「設計概要説明書」 P132

係船機能付護岸⼯
基礎⼯ 本体⼯

43
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・トレミー船で汚濁拡散は防止できるのか？

・海面下７ｍまでの海中盛土。外周護岸がないため、高波・潮流等で汚濁が拡散
する。
委員「台風時には工事の有無に関わらず濁り等が発生するが---」

事務局「台風が来たらどうなるのかの予測は行っていません」（第23回環境監視等委員会議事録 P30）

トレミー船、汚濁防止膜では汚濁拡散を防止できない！

＊「海水の濁りの拡散防止を目的として、埋立はトレミー船を用いるとともに、
所要の時期に汚濁防止膜を追加展張する」（本文「設計概要変更承認申請書」P9)

・「（未閉合区間に）汚濁防止膜を海面から海底まで追加展張する」というが（環

境保全図書 2-6-10、2-12-2）、海底までの展張はできない。
現在、大浦湾に張られている汚濁防止膜のカーテンは海面下７ｍでしかない。 44
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「先行盛土」に関する防衛局の説明の問題点

１．環境監視等委員会では「先行盛土」は水深20ｍまでと説明
・第２５回環境監視等委員会（2020.4.10）での防衛局の説明 --- 「海面下約20ｍ」

「岩ズリが水面下約20m付近まで埋まった時期、それが薄層埋立の施工完了時

期になりますが、その５年次８ケ月目としました。」（議事録P24）

・実際には「海面下約７ｍ」まで実施 –- 標準断面図では -7.5m、-11.5mと図示

（2020.4.20 防衛省回答）

1345

２．「先行盛土」、「薄層盛土」と用語が混乱
・変更計画の環境保全図書、環境監視等委員会では、「先行盛土」とは言わず、
「薄層盛土」と説明している。
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「５年次７ケ月目については、
最終の埋立区域が閉鎖水域とな
らないため、開口部から外側に
濁りが拡散する。

そのため、環境保全措置とし

て汚濁防止膜を追加展張する。
その時期は、５年次４ケ月目か
ら薄層埋立が終了する５年次８
ケ月までを想定し、設置する汚
濁防止膜は延長240mの固定式

垂下型で、カーテンを海底まで
到達させる。」

（変更「環境保全図書」2-6-10）

① 先行盛土は、４年次10ケ月目から５年次８ケ月
目まで施工される。何故、汚濁防止膜の追加展
張が５年次４ケ月目から５年次８ケ月目だけか？

② 先行盛土施工の際の開口部は、73１m（C2、
C3）ほどあり、240mの汚濁防止膜はあまりに短い。

③ 先行盛土は、C2護岸は全く未着工（水深7.5～

16.5m）、C３護岸は基礎工が終了し本体工と同時
期（水深10.0～14.5m（基礎工上部））に施工される。現在、
大浦湾に設置されているような海面下７ｍまでの
カーテンでは汚濁は防止できない。

④ 「汚濁は汚濁防止膜の内側にとどまる」という
虚偽の説明がされてきた（後述） 46
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「非閉鎖状態で埋立を行う土量は、変更前に比べ
て約９割減少しています」は事実に反する！

（環境保全図書 1-222）

・当初計画 埋立区域③ (1,318 ㎥) 全域が非閉鎖水域

・変更計画 埋立区域③－５（1,153㎥）先行盛土は非閉鎖水域
先行盛土は水深７ｍまで
それ以後は外周護岸が概成されてからリクレーマ船で投入

土量は約460㎡ （右図の非閉鎖水域の面積×７ｍとして概算）

→先行盛土（非閉鎖水域）の土量：約693㎡)

⇒「９割減少」などあり得ない！

C2護岸部に追加展張する汚濁防⽌膜 延⻑：240m、カーテン丈⻑：９ｍ〜12.5m（⽔深６ｍ）
環境保全図書1-228

＜当初計画＞

＜変更計画＞

⾮閉鎖⽔域

⾮閉鎖⽔域

47
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先⾏盛⼟海底地盤

基礎捨⽯

裏込⽯

約30m
C-2護岸部

海⾯下-7.5m

14

「設計概要説明書」P44
「添付図⾯⼯作物構造物」⑿-1
「環境保全図書」1-60

48

C-2-1-1工区
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・「港湾工事で一般的に行われている置換工法と同様であることから問題はないと考え
ております。」（2020.4.20 防衛省回答文書）

・「ケーソン護岸の下方の埋立については、『港湾の施設の技術上の基準・同解説』の
置換工法の考え方を踏まえ、岩ズリで埋立を行うこととしています。この点については、
技術検討会の委員からも特段の異論は示されていません。」（2020.8.21 防衛省交渉回答）

「先行盛土」の工法の疑問に関する防衛省の弁明

「置換工法」 （『港湾の施設の技術上の基準・同解説』 P756）

49

該当しない！
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ケーソン背後に軽量盛土（軽量混合処理土（SGM）工法）を実施

111m

8m軽量盛土

<問題点＞
現地に大きなプラントが必要
大量の汚濁水が発生
界面活性剤の使用

建設残土＋水＋固化剤（セメント）で流動化させたものに気泡（界面活性剤）を混合

気泡混合土の造成（現場）

50

ケーソン護岸背部で使用

・軽量盛土にして
負荷を軽減しな
いと護岸の安定
が保てない。

C-1-1-1護岸



51

「軽量盛土」についての変更申請書の記載

＊『設計概要変更承認申請書』（本文）

・「C-1-1-1護岸、C-1-1-2護岸、C-2-4-1護岸、C-3-1-1護岸、及びC-3-2-1護岸
背後に軽量盛土の投入を行う」（P7)

・防衛局は軽量盛土の面積、土量を明らかにしていない。
第２回技術検討会資料よりの概算 --- 面積：31,000㎡、土量：20.6万㎥程度か？

＊『環境保全図書』 軽量盛土の施工要領図（1-123）

・水中での打設もある ---「水中打設は１層当り２ｍ以内。水深が深い箇所はトレミー管を用いる」

＊第23回環境監視等委員会資料（2020.1.20）

「SGM軽量土の施工実績は、沖縄県内は3件（県発注2件、国発注1件）。本工法は、施工
実績が豊富な上、環境への影響が問題となった事例はない。」

⇒県内の施工実績はきわめて小規模 ---渡具地港（1,400㎥）、伊江港（2,600万㎥） 51
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【変更申請書の問題点 ⑤】

52

係船機能付護岸、斜路も不可解な変更

＜疑問１＞A護岸の造成期間が５倍にも延びたのは何故か？

＜疑問２＞A護岸基礎部分の地盤改良工が不要になったのは何故？

＜疑問３＞工期短縮のために濁りが最も大きい打設工法への変更

＜疑問４＞A護岸の延長が延び、係船機能付護岸が30mも短くなったの
は何故か？ 強襲揚陸艦の着岸はないのか？
斜路の利用目的は？
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A護岸造成工の延長・構造変更

＊二重鋼管矢板式護岸

・A護岸施工延長変更の理由は？
当初計画：543.0m（797本）

→ 変更計画：596.7m

他の護岸も延長変更
係船機能付護岸 271.8m→241.6m
斜路 12.0m→17.7m

・鋼管杭の構造も変更

＜当初計画＞
深さ：L33.0m
径：φ1400mm
厚さ:t16

＜当初＞

＜変更＞

12.0m

53

L:深さ Φ：径 t：厚さ

A111 38.5m 1400mm 16、14mm

A121 38.5 1200 14

A211 35.5 1200 16、15

A212 37.0 1200 15

A311 38.5 1300 15

A321 30.0 1000 14

＜変更計画＞
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271.8m→241.6m

・今回の変更申請では、241.6mに変更された。
しかし、上図のような算出根拠の説明がない。

・斜路の向き等が「米軍の要望」で変更されたが（本

文P15)、そもそも斜路の利用目的は？

エアクッション型揚陸艇（LCAC）か？

・アセス評価書では係船機能付護岸は200mだっ
たが、埋立承認願書では271.8mとされた。強襲揚
陸艦（全長257m）接岸のためと言われていた。

（埋立承認願書「埋立必要理由書」P53）

54
（2013.12.21 琉球新報）
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＜当初計画＞

当初計画 ９ケ月
変更計画 ３年10ケ月

A護岸の造成期間が５倍にも
なったのは何故か？

＜変更計画＞

「設計概要
説明書」

P132

55

・最も工期が短い打設工法に変更されたのに、
何故、こんなに工期が延びたのか？
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・「変更前の埋立承
認で計画していた
中仕切岸壁につい
ては、築造に時間
を要することから取
止めることとした。」

（変更計画「設計概要説明書」P2）

56



57

昨年発表のA護岸下部での地盤改良工
（『地盤に係る設計・施工の検討結果報告書』 2019.1）

昨年は、A護岸下部で
SD⼯法実施と発表

57
A護岸中詰⼟にSD⼯法
で地盤改良を実施

A護岸基礎部分の地盤改良工
が不要になったのは何故？

＊昨年の計画ではA護岸基礎部分が軟
弱地盤のため、SD工法を実施と発表して
いた。

*今回の変更計画

・A護岸基礎部分のSD工法は中止

・当初計画ではA護岸の中詰材は海砂
だったが、変更計画では浚渫土を使うた
め、沈下対策としてSD工法が必要に。

（A1-1-1工区、A1-2-1工区）
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A護岸 打設⼯法について
ウォータージェット併用
バイブロハンマー工法

打撃工法 先行削工法孔

⾼圧⽔を⼟中に噴射
しながら打設
⇒濁りが発⽣

10m当り
打設⽇数

12.6⽇ 6.8⽇ 32.7⽇

濁りはごく少量 濁りは少ない

・防衛局が2014年度
に発注した工事
（「シュワブ（H26）二重締

切護岸新設工事」）では
鋼管杭打設工法は

「打撃工法」だった。
しかし、今回の変

更計画では濁りが発
生する工法に変更さ
れた。
（変更計画「設計概要説明書」 P2)

（第３回技術検討会資料 P19） 58

（バイブロハンマー
＋油圧アンマー）

⇒それにもかかわらず、
何故、工期が５倍か？
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【変更申請書の問題点 ⑥】

59

変更計画の工法等をめぐる問題点

＜疑問１＞日本に数隻しかない特殊作業船の長期調達が可能か？

＜疑問２＞同時に100隻以上の船が大浦湾に集中する！

＜疑問３＞埋立の施工順序をめぐる当初の説明との矛盾

＜疑問４＞埋立土砂の陸上搬送も当初の説明と矛盾



60

＊地盤改良工事のサンドコンパクション船
・ケーソン護岸下部 C1護岸部：工期22ケ月（同時に３船団）
・C3（一部C2護岸も）・係船機能付護岸：工期21ケ月（同時に２～３船団）

・-70mまで作業可能なSCP作業船は１隻のみ
２隻は、「改造により打込深度70m可能」

（第３回技術検討会資料 P54）

60

（変更「設計概要説明書」P132)

３隻としても全て辺野古に調達可能か？
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（第３回技術検討会資料P34）
・同時に３隻で作業予
定だが、海面下70mま
で地盤改良できる作業
船は１隻だけ。
・２隻は「改造で可能」

61
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・水深40m対応のトレミー船は日本に１隻のみ

・リクレーマ船は日本に７隻のみ（第３回技術検討会P8）

フローティング
ベルトコンベア

リクレーマ船

フローティング
ベルトコンベア

台船

リクレーマ船

ガット船

62
（第３回技術検討会資料 P35）

トレミー船
（先⾏盛⼟・敷砂） （⼟砂搬⼊）

ベルトコンベアの総延⻑：約２Km  (第３回技研）

⇒少しでも調達が遅れると工期は大幅に遅れる

・「船舶が数多く投入されるが、安全性・作業
性に問題はないのか？」（第３回技術検討会 P19）
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例：３年次の海上工事における船舶稼働計画（ピーク時の日隻数） ---前半：116隻！
（変更後「環境保全図書」1-195～1-199）

＊地盤改良工（SCP工法）C1、C2、C3（1～5月）
＜砂運搬＞ ガット船（12隻）
＜砂杭打込＞ SCP船（６隻）、ガットパージ（６隻）、

揚錨船（６隻）、砂貯蔵船（６隻）、引船（６隻）

*ケーソン式護岸工 C１（11～12月）
＜基礎捨石運搬＞ランプウェイ台船（９隻）、引船（９隻）
＜基礎捨石投入＞ランプウェイ台船（３隻）、潜水士船（３隻）
＜基礎捨石荒均し＞均し船（１隻）、揚錨船（１隻）、

潜水士船（６隻）、引船（１隻）
＜基礎捨石本均し＞均し船（２隻）、揚錨船（２隻）、

潜水士船（２隻）、引船（２隻）
＊A護岸工（二重鋼管式護岸）（1～12月）
＜鋼管運搬＞台船（２隻）
＜鋼管打設＞起重機船（１隻）、揚錨船（１隻）、引船（２隻）、

潜水士船（１隻）、台船（２隻）、引船（３隻）
＜腹起し材取付＞クレーン式台船（１隻）、起重機船（１隻）、

台船（１隻）、引船（１隻）

＊浚渫工 （３～８月）
＜浚渫＞グラブ浚渫船（１隻）、浚渫船（１隻）
＜浚渫土運搬＞運搬船（４隻）、押船（４隻）

＊埋立工（岩ズリ）揚土場から③-5埋立（１～12月）
＜運搬＞ガット船（６隻）、
＜揚土＞ランプウェイ台船（４隻）、押船（４隻）
＜運搬＞リクレーマ船用ガット船（14隻）
＜揚土＞リクレーマ船（２隻）、揚錨船（２隻）、

押船（８隻）、土運船（８隻）

＊地盤改良工（SD工法）（５～12月）
＜砂運搬＞ガット船（15隻）
＜砂瀬取＞台船（２隻）、引船（２隻）
＜敷砂投入＞浚渫船（２隻）、ガットパージ（２隻）、

台船（２隻）、引船（２隻）、揚錨船（２隻）
＜敷砂投入＞トレミー船（１隻）、揚錨船（１隻）、

土運船（３隻）、押船（３隻）
＜砂杭打込＞サンドドレーン船（５隻）、揚錨船（５隻）、

ガットパージ（５隻）、引船（５隻）

＊海上ヤード工 （1～７月）
＜石材運搬＞ランプウェイ台船（２隻）
＜根固用袋材運搬＞起重機船（２隻）、潜水士船（１隻）、

ランプウェイ台船（１隻）、



64防衛局「変更承認申請の概要（2020.4.21）」より

①

①-2

当初計画 変更計画

＜当初計画の埋立順序＞
①-1 ⇒ ①-2 ⇒ ② ⇒ ③

「飛行場支援施設及び燃料施設
を含む地区（埋立区域①）の埋
立工事については、できるだけ
早期に着手しなければならない。
護岸工事着手後、概ね12ケ月以
降に埋立を開始する」
「対象事業の⽬的及び内容 2-27）

＜変更計画の埋立順序＞

②

③

②

③-4

③-２

③-3

③-1

③-5

② ⇒ ③-1 ⇒ ③-3 ⇒ ③-4
⇒ ① ⇒ ③-2 ⇒ 先行盛土
⇒ ③-5
＊埋立区域①は５年次に着手

埋立の施工順序をめぐる当初の説明との矛盾

64
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陸上搬⼊

64（第３回技術検討会資料 P45）

・当初計画では、石材は全て陸上搬送とされ
ていたが、防衛局は2017年、「ダンプトラックを
軽減できる」「環境負荷軽減」と称して石材の
海上搬送を始めた（2017.10.5 県への回答文書）。

今回の陸上搬送併用は、当時の説明と矛盾

65

・当初計画では埋立土砂は全て海上搬
送とされていた。

・変更計画では、陸上搬送も併用し、辺
野古側の埋立区域②、②-1に仮置く。ま
た海上運搬した埋立材も仮置きし、埋立
区域③-5の埋立を行う。
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【変更申請書の問題点 ⑦-1】

66

＊「埋立土砂は県内調達が可能」としながら、「設計概要説明書」、「土砂に関す
る図書」では九州４県からも搬入としているのは何故か？

＊県内全域（宮古・石垣、南大東島を含む）から埋立土砂が搬入される。沖縄島では、
各地から陸上搬送も行われ、ダンプ公害等が県内全域に拡大する。

＊特に、糸満一帯で大量の埋立土砂が採取される。戦争当時、多くの県民が亡
くなった南部地域から、戦争のための軍事基地建設のための土砂を採取すること
は県民感情が許さない。

＊宮古・石垣、南大東島は、沖縄島とは生態系が大きく異なる。県内なので土砂
条例は適用されないが、土砂搬入による生態系の混乱が危惧される。
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埋⽴区域 海砂 岩ズリ ⼭⼟ 浚渫⼟砂 合計
普天間代替 埋立区域① 167 241 408

埋立区域② 319 319

埋立区域③ 58 1,141 119 1,318

小計 58 1,627 360 2,045

辺野古地先 小計 17 17

合計 58 1644 360 2,062

海砂 岩ズリ ⼭⼟ 浚渫⼟砂 合計
埋立区域① 192 192

埋立区域② 319 319

埋立区域③ ③-1 14 5 19

③-2 186 186

③-3 19 18 37

③-4 58 54 112

③-5 1,088 65 1,153

小計 1,179 305 23 1,507

合計 1,690 305 23 2,018

埋立区域別土量

＜当初計画＞

＜変更計画＞

・海砂が無くなった。
・浚渫土砂を追加
・辺野古ダム周辺、シュワ
ブ陸地部からの土砂が減

（注）変更計画では他に公共残⼟、
リサイクル材等がある。

（「⼟砂に関する図書」より）

67

万㎥

万㎥

（辺野古地
先は中⽌）
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 ７年次 ８年次

30万㎥

辺野古埋⽴（海上搬送）

⼤浦湾埋⽴（陸上搬送）

⼤浦湾埋⽴（海上搬送）

（変更「環境保全図書」1-206）

＊辺野古側の埋立は２年以上続くが全て海上搬送 （昨年１年間の海上搬送量：30万㎥ ）

２年半、月5万㎥ ～19万㎥（現在の２～７倍！）

＊３年次から大浦湾埋立のための海上搬送が始まる。海上搬送と陸上搬送を併用

海上搬送：月 33.7万㎥程度（現在の13倍） 陸上搬送：月3.3万㎥程度（ダンプ300台/日）

60

５万㎥/月

19万㎥/月

3万㎥/月

34万㎥/月

19万㎥/月

68
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＊「設計概要説明書」（添付図書１）

・「埋立土砂等については沖縄県内において調達可能な量をもって必要量を満足で
きると想定している。」（P3)

・埋立に用いる土砂等の種類： 岩ズリ 採取場所 「沖縄県内又は九州地方」（P178)
？

*「環境保全図書」（添付図書４） ・主な資材搬入計画 岩ズリ

「沖縄県内において、本事業への必要量は確保できるものと想定されます」（1-203)

*「土砂に関する図書」（添付図書６）

・「想定される土砂採取場所、搬入経路」として県外、県内の採取地を図示

69

＜購入土砂の環境対策＞
・「購入する土砂の環境対策については、各調達先の事業者において講じられている」

（2020.8.21 防衛省交渉での回答）

⇒採⽯業者にまかせっぱなし。防衛局は何もせず！（たとえば安和鉱⼭の森林法違反問題）
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⿅児島県

熊本県

⻑崎県
佐賀県

＜当初計画＞

＜変更計画＞

変更計画

「土砂に関する図書」（添付図書６）

６県７地区

４県11地区

県外からは鹿児島県を
中心に九州４県から搬入
⇒特定外来⽣物の侵⼊を阻⽌する
ための⼟砂条例が適⽤される。

70
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変更計画・県外からの土砂搬出地（変更計画「土砂に関する図書」より）

71

郡
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沖縄県内全域から埋立
土砂が搬送される！

6268

＜変更計画＞
「⼟砂に関する図書」P8

⽷満から特に⼤量の⼟砂搬送！
奥港・那覇新港・中城湾港からも土砂搬送

・当初計画では、本部・名護・国頭から
の海上搬送のみだった。

72



7373
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⼭城鉱⼭

開成鉱⼭

丸波鉱⼭

⼤渡鉱⼭

丸真コーラル

三和鉱⼭

丸樹鉱⼭

第２丸真コーラル

三和鉱⼭

第２丸真コーラル

74

糸満・八重瀬から特に大量
の土砂が搬出される！
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埋立土砂（岩ズリ）単価の疑問

＊防衛局は、通常は「二束三文」の岩ズリをとんでもない高額で購入
・「シュワブ（H29)埋立工事」 5,370円/㎥ （2018.3 契約）

「13社に見積依頼 12社が辞退」という不可解な経過 ／ 割栗石でも2,800円/㎥

・「シュワブ（R元）埋立追加工事」 4,360円/㎥ （2020.3 契約）

あまりに高額だという批判で単価を下げたが、それでも

高すぎる。

＊防衛局の４年前の岩ズリ単価は３分の１
・「シュワブ（H26）ケーソン新設工事」 1,870円/㎥

⇒県内搬出地の拡大は、埋立土砂の購入を
めぐる利権争いではないか？ 6975
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沖縄ドローンプロジェクト撮影

沖縄の山をこれ以上、破壊してはならない！

76

本部・名護の琉球セメント安和鉱⼭

本部（塩川）港
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【変更申請書の問題点 ⑦-2】

77

＊地盤改良工事、ケーソン護岸の中詰工のために約386万㎥もの海砂
が必要となる。これは、沖縄の年間海砂採取量の２～３年分にもなり、こ
のまま採取されれば沖縄周辺の沿岸部の環境破壊は深刻となる。

＊海砂についても「県内調達が可能」としながらも、県外からの海砂搬入
可能量の調査を行っているのは何故か？
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⼯種 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 総量

地盤改良材 SCP、SD（敷砂・砂杭） 54 123 113 58 349万㎥
中詰材 ケーソン・A護岸 2 6 23 6 0.3 38万㎥
合計 54 125 119 81 6 0.3 386万㎥

変更計画で必要となる海砂の量 （万㎥）「環境保全図書」1-205

第３回技術検
討会資料P52 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次

地盤改良
敷砂

地盤改良
砂杭

護岸⼯
中詰材

78

＜義も
（昨年の数字は、第６回技術検討会で訂正された）
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＊『設計概要変更承認申請書』（本⽂ P11）
・「埋立に用いる土砂等の種類」から海砂が無くなった。（『土砂に関する図書』P1でも）

当初 ：海砂、岩ズリ、山土

変更後：岩ズリ、山土、浚渫土砂、公共残土、リサイクル土

＊『設計概要説明書』（添付図書１）

・当初は埋立土砂として用いるとしていた海砂は、埋立材としては用いない。(P3)

当初計画の海砂必要量（58万㎥ ）は、中詰材等の量だったが、埋立材として計上していた。

＊『環境保全図書』（添付図書４）1-203

・地盤改良工における地盤改良材（敷砂・改良杭）及び護岸工における中詰材
・「沖縄県内において必要量は確保できるものと想定される。

地盤改良材：348.6万㎥ 中詰材：37.6万㎥ 合計：386.2万㎥
しかし、「県外からの調達可能量は約12万㎥」とも記載（山口県）

＊『土砂に関する図書』（添付図書6）

・海砂の記載が無くなったため、海砂の採取地の記載もなし。 79
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＜海砂に関する問題点＞

・「県内調達可能」としながら、山口県からの調達可能量を記載（第３回技検P119）

・今回の変更計画での海砂の必要量（386万㎥）は、沖縄県内での年間海砂
採取量の２年～３年分にもなる
現在の沖縄県内の海砂採取量は120～180万㎥程度

2013年度：140万㎥、2014年度：121万㎥、2015年度：139万㎥、2016年度：183万㎥

（砂利採取業務状況報告書集計表（経産省、国交省））

・「本事業における沖縄県内での海砂年間調達可能量は約564万㎥」とは？
（「沖縄県内で海砂採取を行う組合の調査から」） （環境保全図書1-203）

80
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年度 沖縄の年間
海砂
採取量

那覇空港第
２滑走路埋
立事業での
海砂使用量

那覇空港埋
立以外の海
砂使用量

2013年度 140 140

2014年度 121 121

2015年度 139 9 130

2016年度 183 55 128

2017年度 233 143 90

2018年度 212 114 98

2019年度 119 50 69

総量 371

辺野古新基
地建設事業
での海砂使
用量（予定）

１年次 54

２年次 128

３年次 118

４年次 81

５年次 6

６年次 0.3

総量 386

81

「砂利採取業務状況報告書
集計表（経産省・国交省）」

（ただし、2018年度以降は
沖縄県海岸防災課の説明）

海砂採取問題に関する防衛省の弁明

「今回の事業の年当りの海砂必要量は、那覇空港第２滑走路増設事業における
使用実績を下回っており、十分対応できる」（2020.8.21 防衛省交渉での回答）

（単位は「万㎥）

・那覇空港埋立事業
のために一般の海砂
使用量が減った。

・辺野古新基地事業
の方が那覇空港埋立
事業よりも海砂使用量
総量は多い。
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海砂採取による深刻な環境破壊

＊沖縄でも海砂採取の総量規制を定める必要
・広島、岡山、徳島、香川、愛媛、熊本、大分 -- 全面禁止
・福岡、佐賀 –- 採取禁止海域あり

（山口、高知は禁止区域とはしていないが、運用上、採取実績のない区域あり）

・福岡、佐賀、山口、高知、長崎、鹿児島 -- 総量規制

＊沖縄県の現行の海砂採取の問題点
・海岸線から１km以遠、水深15m以深、１認可の面積は30万㎡
以内、部分的な深堀禁止（沖縄県海砂採取要綱）

・しかし、これらが遵守されているかどうか、確認していない。

＊平和市民連絡会の再三の追及で一部は改善
・県、運用を改善（航跡記録、採取量の確認）（2020.7～）

・「総量規制」が今後の課題

（I.Yさん作成）

822020.6.28
沖縄タイムス

・宮崎は採取実績なし



832018年当時の海砂採取箇所
漁協同意範囲

ジュゴン⾏動軌跡

⼤浦湾

嘉陽

ジュゴンの生息区域での海砂採取の禁止を！
---直接の影響、海草・藻場への影響

・沖縄県は現在、ジュゴン
の生息区域での海砂採
取を許可している。

＜沖縄県の残念な対応＞
「海砂の採取区域については
他の法令に抵触する場合は
考慮する。
ジュゴンの生息地について

は、環境関連の法律が制定

された際には対処したい。現
状では、砂利採取法に基づ
いて許可せざるを得ない」

（2020.2.13 回答） 83

（沖縄県開⽰資料より）
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【変更申請書の問題点 ⑧】

環境への深刻な影響 –- 工期短縮を優先、環境への影響無視

84

１．「環境への影響は、変更前と比べて同程度かそれ以下」などあり得な
い！-- 特に汚濁の拡散は深刻。「日当り」の比較ではなく、汚濁総量が問題

２．大規模な計画変更が行われることから、アセスの再実施が必要
「知事の変更承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべ

きこと」（2010.4.13 辺野古住民抗告訴訟 那覇地裁判決） ⇒ 県は防衛局に指示を！

３．環境監視等委員会は機能しているのか？
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＜防衛局の結論＞
「今回の計画変更が環境に及ぼす影響の程度は、変更前と比べて同程度
かそれ以下と考えられる」（変更計画「環境保全図書」5-2）

⇒ これだけ大規模な地盤改良工事を行いながら、「環境への影響
は、変更前と同程度又はそれ以下」などあり得ない。

・建設機械、運搬車両の運行による大気質 ・騒音及び振動 ・水の汚れ ・土砂による水の濁り（陸
域） ・海域において発生する水の濁り及び堆積 ・地下水の水質 ・水象 ・地形、地質 ・塩害 ・海域
の生物、生態系に係る項目（サンゴ、ジュゴン等） ・陸域の生物、生態系に係る項目 ・景観 ・人と自然
のふれあいの活動の場 ・歴史的、文化的環境 ・廃棄物

85

⇒ 全ての項目で、「変更前と同程度又はそれ以下」

＜環境監視等委員会の審議の実態＞
・委員長「（変更された環境保全図書案に対して）何かご意見はありますか」、「特段のご意見は
ないようですので、委員会からの指導・助言としては特にないとします」（第25回議事録 P36他）

⇒ 各委員は沈黙したにすぎず、防衛局の提示した案を承諾したとは言えない。
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防衛局は、負荷の総量ではなく、１日当りの負荷量で判断

＊工期が延びたため、１日当りの負荷量が平準化された。
・「水の濁りは、工期が延びたから平準化されたのか？」という質問に対して、「それ
もあると思います」（2019.12.25 第３回技術検討会後の記者レク）

・「今回の変更計画では、--地盤改良工事が追加になったものの、当初の計画に比
べて環境への影響が少ない施工方法の採用や、工事の施工時期が分散したこと等
により、計画変更後の環境影響の予測評価については、当初の予測結果と同程度
若しくはそれ以下になるとの結果が得られた」（2020.8.21 防衛省回答）

・今回の変更計画に伴う環境保全図書には、地盤改良工事に伴うSS発生の総負荷量
について触れていない。2019.1 の報告書では、「総負荷量は113％に増加」だった。

（55,915トン→ 63,394トン）

86

＊「SSが２mg/Lを超える濁りの範囲は、すべての層で汚濁防止膜の内側にと
どまる」というのは事実に反した説明（第23回環境監視等委員会（2020.1）資料３）

⇒ 変更計画の環境保全図書では、「変更前に比べて小さくなっています」、「SSが２mg/L以上の
分布範囲は、工事箇所のごく近傍に限られる」と訂正（2-6-213）
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【変更申請書の問題点 ⑨】

ジュゴン・サンゴ類をめぐる問題点
工事を止め、ジュゴンの総合的な調査を／サンゴ移植は失敗した

87

１．ジュゴンをめぐる新しい状況について触れていない
IUCNが提案するドローンによる調査や環境DNA調査を何故、実施

しないのか？

２．工事を停止し、ジュゴンの全面的な調査を実施すること

３．何故、オキナワハマサンゴの移植が「成功だった」と言えるのか？
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＊「変更後における工事の実施に伴うジュゴンへの影響の評価は、変更
前と同程度又はそれ以下」 （「環境保全図書」2.14）などあり得ない。

⑴ 水の濁りによる影響は変更前と変わらない。
⑵ 騒音による影響は、変更前と概ね同程度もしくはそれ以下
⑶ 振動の影響は変更前と変わらない。
⑷ 夜間照明の影響は変更前と変わらない。
⑸ 作業船の航行の影響は変更前と変わらない。
⑹ ジュゴンの個体及び個体群維持に対する影響は変更前と変わらない。

＜問題＞予測方法は変更前と変わらず、変更計画の「工程の変更」「海上ヤー
ドの配置変更」等を加えたのみ。
ジュゴンをめぐる状況は大きく変わったにもかかわらず、この間の工事がジュ
ゴンに与えた影響の検証を全く行っていない。 88
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＊ 「個体A・個体Cが行方不明、個体Bは死亡」⇒ 「工事の影響はない」

⇒ 変更計画には、ジュゴン調査方法に問題がなかったかどうかの検証がない。

＊ 今年２月以後、工事施工区域内でジュゴンの鳴音を連続して確認
２月—-３日間で19回、３月—-５日間で23回、
４月—-7日間で74回、５月--10日間で70回

・県の３回の行政指導も無視。工事停止期間中
のジュゴンの状況も公表しないまま工事再開

⇒ 変更計画書は４月21日に提出された。すでに
ジュゴンの鳴音が確認されていたが、何故、その
ことに触れていないのか？

（2015.6〜）（2018.9〜） （2019.3）

89
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ジュゴンの鳴音をめぐるドタバタ

＊第25回環境監視等委員会（2020.4.10）
・「専門家にも確認していただいたところ、鳴音から個体の識別はできないものの、
聴覚による判断だけではなく、周波数や持続時間からみてもジュゴンの鳴音の可能
性が高いとの意見を得た」（P3）

・「続けて鳴音が確認されたということで、--ジュゴンが大浦湾の中を生息場としてい

る可能性も考えられる」（P34)

＊第27回環境監視等委員会（2020.7.28）

・「監視船、ヘリコプターによる調査、季節毎のセスナによる調査でもジュゴンの姿を
認められなかった。鳴音の検出時には、北東から東寄りの風が卓越して吹いている
ことがわかり、風によ る影響を受ける主なものとしてフロート等が考えられる」
・「引き続き、この鳴音がジュゴンであるかどうかを含めてしっかり確認する必要」 （P30）

90
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---国際自然保護連合の提案 (2019.12) を何故、受け入れないのか？

・環境NDA：海水を解析することで、ジュゴンが生息しているかどうかが判明する。
・環境省は八重山諸島では、ドローンや環境DNAを使った調査を実施している。

＊日本自然保護協会の要請に対する防衛省の回答（2020.8.21 防衛省交渉）

・「従来の調査の実施方法に問題はないと考えている」

⇒ 防衛局は、ジュゴンが見つかれば困ると考えているのではないか？

91
・「水中録音装置は多額のお金を積込み、鳴り物入りで行われてきた。そんな装置
が、ジュゴンの鳴き声とそうでない音の区別もつかないのであれば、世界の笑いお
のでしょう」（日本自然保護協会 安部真理子さん）
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土砂運搬船の航行についての疑問点

＊環境保全図書では、「ジュゴンへの影響を避けるた
め、「岸から10km以上離れて航行する」とされているが、
遵守されているかどうか全く不明

・土砂運搬船の自動船舶識別装置（AIS）が、右のように国頭
東部で切断されている。

500トン以上の船舶は、SOLAS条約や国内法で常にAIS（自動船舶識別

装置）を作動することが義務づけられており、切断は違法！

92

＊「ジュゴンとの衝突を回避するための見張りを励行する」ともされているが、
土砂運搬船は夜間走行であり見張りは不可能

・「杭打ちの開始時は弱く打撃し、一定時間経過後に所定の打撃力で杭打ちを行うことによ
り、ジュゴンへの水中音の影響を低減する。」（第23回環境監視等委 2020.1)

・「杭打機を同時に打設する施工箇所を減じる」（第４回技術研 P10） ⇒具体的には？
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サンゴ類の移植をめぐって
---地盤改良⼯事の前に、サンゴを移植するための
知事の特別採捕許可が必要（県漁業調整規則）

＊予定地には78,460群体の移植対象のサンゴ類
＜国の移植申請＞

・2018年 希少サンゴについては許可。39,000群体の
移植申請。県は、埋立承認撤回を理由に不許可

・2019年4月25日、38,760群体（小型、K8護岸先端付近）申請
7月22日、830群体（小型、N2付近）申請

⇒農水相が許可をするよう「是正指示」
国地方係争処理委員会、「是正指示は違法でない」

⇒県は、高裁に提訴（7月22日）

・2020.6.26日、さらに35,360群体（小型）、21群体（大型）申請 93

（６⽉19⽇）



94

サンゴ類の移植をめぐるいくつかの問題
１．「移植でサンゴは保全できない」 --- 知事の基本姿勢は評価

・知事「埋立で失われるサンゴ類の避難措置でも、移植によって死んでしまうサンゴを
最小限にとどめなければ適切な移植計画とはいえない」（2020.6.20 沖縄タイムス）

「安易な移植作業が開発事業の免罪符とならぬよう、慎重な審査が必要」（同）

・これまでの沖縄でのサンゴ移植、４年後の生存率は20％以下（水産庁調査）

２．オキナワハマサンゴの移植結果 --- これで「成功」と言えるのか？

＊移植結果（昨年８月）

・移植したオキナワハマサンゴ９群体 → ３群体が死亡・消失、３群体は生存部が縮小、白化

・移植先に元々生息していたオキナワハマサンゴ → 12群体中４群体が死亡

＊防衛局・環境監視等委員会の「移植は成功」との評価には問題
・昨年来の幼生放出件数199個体だが、一部群体に集中している。それも今年には激減し

ており、No9を除くと幼生放出はわずか１個体にすぎない。

「幼生放出から着生までして、無性生殖による増殖が始まった。移植の評価の上でも、学術的

にも非常に貴重な成果」「着実に移植の成果が出ている」（第27回環境監視等委員会） 94



95

３．実際の移植作業には２年半以上 --- 地盤改良工事着手はそれから

・2019.4.25申請の38,760群体（小型）：11ケ月間
防衛局の申請書は「ダイバー12人が１人一日当り30群体を移植」というが可能か？
「夏期の高水温時や、冬季風浪期等の移植を避けることが望ましい」

・2019.7.22申請の830群体（小型）：2ケ月間
・2020.6.26申請の35,360群体（小型）：10ケ月間、21群体（大型）：8ケ月間

４．工事との同時作業は許されない！ --- 環境保全図書の勝手な解釈

・環境保全図書では、「事業実施前に、---専門家等の指導・助言を得て、---移植す
る」とされているが、防衛局はこれを「事業実施前に専門家に聞くだけで、移植は事業
実施前に行うのではない」と主張し、工事をしながら移植作業を行った。

⇒県は、今回の変更申請の環境保全図書の審査の中で、再度、指示する必要

５．地盤改良工追加による移植対象サンゴ類の群体数は？
・「SCP工法に伴う盛上土の範囲においてサンゴ類の生息区域が見られる場合は、可
能な限り移植する」（「環境保全図書」2-17-80） ⇒ 特別採捕許可申請の手続きは？

C-1-1-1では、影響を受ける範囲はケーソン前面37mまで及ぶ。

95
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・2014.9の変更申請は当初計画よりも「工期が
短い」、「効率的（かつ着実）に事業を進めるこ
とができる」として提出された（2014.9.「変更申請書」）。

当時の説明との矛盾は？

・防衛局は、2014.12に赤ルートを取下げた後も
環境監視等委員会に赤ルートの一部変更案を
諮っていた。今回、環境監視等委員会には説
明しないまま青ルートで変更申請を行った。

・今後、名護市法定外公共物管理条例に基づ
く名護市長との協議が必要

・2014.9の変更申請との矛盾
・環境監視等委員会の軽視

青ルート

赤ルート

2014.12

（辺野古ダムのベルトコンベアも）


